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タジキスタン国ハトロン州ハマドニ地区給水改善計画予備調査（第 2 次） 

詳細協議議事録 
 

１．給水計画／施設計画担当分 

議事録 
訪問先 住宅公共サービス公社 
日時 12 月 18 日 
面会者 サイフロエフ副総裁、サビトフ上下水道部長（ドウシャンベ上下水道公社） 
調査団 白石、菊次 
協議内容 サイフロエフ副総裁： 

モスクワ町では 50 年以上給水施設の改善がされていない。2 回現地に行ったが最悪な

状況である。専門家も配置されていない 
クロフ市の水供給施設については建都2700年記念で改善事業が共和国予算で行われて

いる。更新された施設は、ブースターポンプ、変電所などである。 
サビトフ上下水道部長： 
2007 年から 2020 年までの飲料水の供給計画が議会で採択された。モスクワ町を含む

52 都市を対象とし、財源の内訳も入っている。水道料金の政策実施を含め 2007 年か

ら実行予定である。全体の 60 から 65％をドナーからの支援を見込んでいる。 
ハマドニ地区の給水に関してはレベル 2 或いは 3 が適している。ハンドポンプ付深井

戸の経験はないが、電気のない地域には良いのではないか。 
副首相によって給水センターの調整評議会のメンバーに任命されている。 

議事録 
訪問先 EBRD 
日時 12 月 19 日 
面会者 ファイジエフ氏（上級アナリスト） 
調査団 白石 
協議内容 ファイジエフ氏： 

欧州復興開発銀行は商業銀行であり、融資先の事業主体者の返済能力に従って融資を行

っている。 

2004 年から昨年までの 3 年間でタジキスタン第 2 の都市であるソグド州・フジャンド

市の上下水道公社に対して500万ＵＳドルの融資を実施した。フジャンド市の凡そ33％

の給水システムのリハビリ事業と新規の取水施設の建設である。フジャンドでは地下水

の汚染が深刻であり、新規取水施設への接続により安全な水源の利用が可能となる。 

本事業は、スイス連邦経済省経済事務局（SECO）からの連携融資があり、スイスから

の機材調達費（量水計、ポンプ、パイプ）やコンサルタントサービスや利害関係者参加

プログラムに拠出されている。 

現在、EBRD は次の融資先としてタジキスタン第 3 の都市であるクロフ市やラフモノ

フ大統領の出身地であるダンガラ町（いずれもハトロン州）の給水施設のリハビリ及び

新規施設建設の支援を検討している。 

議事録 
訪問先 ECHO 
日時 12 月 19 日 
面会者 テシャイエフ氏（ECHO ドウシャンベ事務所副所長） 
調査団 白石 
協議内容 これまで緊急支援としてハンドポンプ付浅井戸を設置してきたが、水質汚染の問題が浮

上し 2002 年には終了した。ドナーとして UNDP や NGO の ACTED に資金提供し、

それら機関が浅井戸建設を実施している。 
また ECHO が所有している深井戸掘削用リグを ACTED が運営維持管理して、60m ほ

どの深度のハンドポンプ付深井戸（パミール或いはインディア式）を数箇所設置してい

る。リグの性能が低いのが問題である。 
実際の事業内容については、ACTED に聞いてほしい。 

議事録 
訪問先 WB 
日時 12 月 20 日 
面会者 ハイトフ氏（運営事務官） 
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調査団 白石 
協議内容 首都であるドウシャンベ水供給施設のリハビリ事業に融資している。2002 年から 5 年

間で 1,700 万ドルに達する。 
事業の内容は給水システムのリハビリと効率改善を目的としている。 
本事業には、別途、日本政府によって 260 万 US ドルの社会開発プログラム援助（JSDP）
が行われ、コミュニティー主導の給水施設整備事業に無償援助されている。また、イス

ラム開発銀行（IDB）によってリハビリ事業支援のため 900 万 US ドルの連携融資も行

われている。 
現在のところ、ドウシャンベ市以外の都市部及び農村部の給水事業に対する援助を展開

する計画はない。 
議事録 

訪問先 ACTED 
日時 12 月 20 日 
面会者 ディーン氏（地域責任者）、ワイルドマン氏（WATSAN 責任者）、ジック氏（報告責任

者） 
調査団 白石 
協議内容 ディーン氏： 

ACTED はフランスの NGO であり、ECHO などの資金提供によりこれまで数千基以上

のハンドポンプ付浅井戸を全国に設置してきた。ハマドニ地区においても数多く設置さ

れているが、農薬や未処理下水などに流入よって浅井戸の水質が悪く、安全な水源とは

なっていないのが実情である。保健省ではこうした不衛生な水を飲料水として利用しな

い啓蒙活動が行われているが、多くの住民は煮沸なして利用する場合が多く深刻な衛生

問題と認識されている。 
また、ACTED はハンドポンプ付付加井戸建設も進めているが、ECHO 所有で ACTED
が維持管理を委託されているリグの掘削能力が低く深井戸掘削の実施に苦慮している。

また、山間部では沢水を導水・貯留した施設建設も行っており、ハマドニ地区では 2002
年に Chubek の Buzakhona 村の 104 世帯を対象とした「Gravity Spring Catchment」
施設を建設した。 
ジック氏： 
ハンドポンプ付深井戸のタイプはインディア或いはパミール式である。 

議事録 
訪問先 UNDP 
日時 12 月 21 日 
面会者 ルスタモフ氏（上級経済担当アドバイザー）、ファイジエフ氏（上級エンジニア） 
調査団 白石 
協議内容 ルスタモフ氏： 

国連開発計画は、1996 年以降、給水施設のリハビリ、機材供与、新規建設を全国で１

６６件ほど実施している。資金源は USAID、ECHO、日本政府、TACIS、WFP、ド

イツ政府、国連機関、SIDA、CIDA など多岐に渡るが、資金源の９割以上が ECHO か

らの出資である。 
ファイジエフ氏： 
ECHO 資金で実施しているのは、レベル２の小規模村落給水システムのリハビリ事業

が主体で、ハンドポンプ付の浅井戸及び深井戸給水施設は建設していない。 
ルスタモフ氏： 
一方、コミュニティープログラム（従来、RRDP：Rehabilitation, Reconstruction and 
Development Programme と称していた）を通じて村落給水における住民参加と運営

管理能力の強化を推進している。各村落において村民による水管理組織（Water 
Management Communities, WMC）を設立させ、水道料金の徴収及び給水施設の自己

管理運営を目指すものである。 
UNDP はタジキスタンにおける国家的な給水基本計画にも関与しており、前述の MDG
の枠組みの一環として全人口に対して安全な飲料水を供給するための水供給施設整備

計画及び建設費積算の支援を実施している。 
議事録 

訪問先 ADB 
日時 12 月 22 日 
面会者 アンバール氏（プロジェクト実施専門家） 
調査団 白石 
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協議内容 アンバール氏： 
アジア開発銀行は、かんがい施設のリハビリ事業への融資を2004年から開始している。

2009 年までに約 1,900 万 US ドル相当の援助が予定されている。 
事業主体者は水利省であり、同省に対しては、別途農村インフラ整備事業として 2,400
万 US ドルの融資が 2000 年から昨年まで行われた。 
世界銀行と同様、都市部及び農村部の給水事業に対する援助は計画されていない。 

議事録 
訪問先 USAID 
日時 12 月 22 日 
面会者 ミルバイドゥロエフ氏（プロジェクト管理専門家） 
調査団 白石 
協議内容 ミルバイドゥロエフ氏： 

米国国際開発庁はこれまで上記 UNDP の村落給水リハビリ事業に CAIP（Community
Action Investment Program）の一環として資金提供を行っていたが、現在はかんが

い施設のリハビリ事業を重点的に支援している。 
かんがいシステム維持管理のための水利用組合の設立に支援し、タジキスタンにおける

水利用組合法（Water Users’ Association Law）は 2006 年末に制定されている。 
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２．機材計画／運営維持管理計画担当分 

日時:2006 年 11 月 30 日 17 時 30 分~18 時 30 分 
会議名：非常事態委員会打ち合わせ 
会場：非常事態委員会（MoES&CD） 
日本側：砂原団員、井上団員、佐々木団員、白石団員、菊次団員（通訳）、大野二等書記官、

鈴木三等書記官、斉藤企画調査員 

非常事態委員会側：ラジャポフ非常事態委員会次官 
ハマドニ地区給水プロジェクトセンター：サハロフ所長 
大統領府：イトヤノフ局長、エモモフ環境・非常事態主任専門家 
ハマドニ地区政府：グロフ地区長、サマドフ給水部長 
ハマドニ地区上下水道公社：サハロフ社長 
 
砂原団員：団員の紹介と今回のミッションの説明が砂原団員よりなされた。 
 
大統領府イトヤノフ局長：サハロフ氏が本プロジェクトの実施機関のセンターの所長とし

てコーディネイトしている。この会談の前に副首相とも相談し、本プロジェクトを前に進

めるよう指示されている。現地調査の手配など何でもするので、問題があったらいつでも

言ってきてほしい。いつ本プロジェクトは開始されるのか。 
 
井上団員：今回のミッションは予備調査団であり、プロジェクトの実施するために派遣さ

れたものではない。日本の援助の場合、閣議決定などの公式決定を通過する必用がある。

今回のミッションの目的は、要請の背景や内容を確認することである。調査団はこの結果

を日本側の関係者に伝え、これが承認されれば次の調査段階である B/D に進むこととなる。

井上団員から、日本の無償資金協力の手続きの流れが説明された。 
 
大統領府イトヤノフ局長：この手続きについては承知している。2007 年度（１月 1 日から

12 月 31 日が予算年度 ）の国家予算は既に確定している。今回の予備調査で B/D を実施す

ることは出来ないのか。 
 
砂原団員：予備調査の結果を検討して次の B/D に移行するか否かの検討を行わなければな

らないので、できない。 
 
大統領府イトヤノフ局長：では、いつごろ B/D を行うのか。 
 
井上：予備調査結果の検討には数ヶ月を要する。また、プロジェクトの内容についても不

明であり、これについて今回「タ」側と協議して決める必用がある。このため、今回の予

備調査では施設の設計まではできない。（この後、井上団員から IC/R の説明がなされた。） 
 
ラジャポフ緊急事態省次官：本プロジェクトは極めて重要であり、何人もの政府高官、外

交官、政治家の間で話し合いが持たれてきた。このプロジェクトは、ソ連崩壊の後給水シ

ステムが壊れたまま放置されているハマドニ地区の住民の、衛生問題を解決することが目

的である「タ」側としては本プロジェクトを、①掘削機材の供与、②既存給水システムの

リハビリと新設、の２つのコンポーネントとして捉えている。このため、首相から 2 回目

の井戸掘削機材の要請をした。今回現地を見てもらえれば、第 1 次予備調査の誤りがはっ

きり認識できると思う。 
ハマドニ地区政府グロフ地区長：必要な資料は全て取り揃えてある。あとは現地で協議を

おこなうこととしたい。 
 
ハマドニ地区給水プロジェクトセンターサハロフ所長：8 ヶ月間センター長として働いてい
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る。センターと非常事態委員会省（MoES&CD）の関係であるが、非常事態委員会

（MoES&CD）はプロジェクトの管理監督機関である（責任は取らない）。本プロジェクト

の重要性は、センターの設立でわかっていただけると思う。既に来年度の予算は確定して

いるが、財務省と相談し、追加の予算措置も可能である。 
 
井上団員：明日さらに詳しい協議を行い、より良い計画内容を固めて行きたい。 

 
以上 

 
 
日時:2006 年 12 月 1 日 11 時 30 分~14 時 
会議名：非常事態委員会打ち合わせ 
会場：非常事態委員会（MoES&CD） 
日本側：大島団長、砂原団員、井上団員、佐々木団員、白石団員、菊次団員（通訳）、大野

二等書記官、斉藤企画調査員 

非常事態委員会側：ラジャポフ緊急事態省次官 
ハマドニ地区給水プロジェクトセンター：サハロフ所長 
ハマドニ地区上下水道公社：サハロフ社長 
 
ラジャポフ緊急事態省次官：（始めに、ラジャポフ次官から本プロジェクトの重要性の説明

があった）。ハマドニ地区は、現在では錠剤の殺菌剤の使用で水因性疾病は減ったが、依然

として施設が稼動しないことによる水不足の問題が残っている。既存の給水施設は旧ソ連

時代に建設された古いものであり、全て新設するべきである。 
 
大島団長：（大島団長からの挨拶があった）。この協議の場では、より現実的な議論を重ね

て行きたい。 
 
ラジャポフ緊急事態省次官：おっしゃる通りであり、真剣に取り組んでいかなければなら

ない。ハマドニ地区においてきちんとした給水システムを建設しなければならないし、そ

の結果相応の輝かしい成果を達成しなければならない。非常事態委員会（以降 MoES）に

は災害支援物資の輸送や輸送車両・災害復旧用重機の維持管理を行なう部署があり、車両

や重機の維持管理を行なう人員も揃っているので、新しい掘削機械の使用方法について彼

らを訓練して欲しい（前回の調査では MoES にそのような施設も人員もいないことが確認
されているが、今回もその部署(Dept. of Repair and Techinics)を訪れたところ、1 台のク
レーンや溶接機さえも無い状態で、無論メカニックもいないことが再確認された）。 
 
ハマドニ地区給水プロジェクトセンターサハロフ所長（以降サハロフセンター長）：当セン

ターは 2004 年の大統領令に基づき設立された。2006 年 3 月に私がセンター長に任命され、

これによりセンターの活動が開始された。また本プロジェクトの問題を解決するために、

15 の省庁からなるコミッティーの設置が 2006 年 6 月に大統領府により決定された。 
また、ハマドニ地区の民間農場の給水施設の運営、維持管理も、ライオン地域（ハマドニ地

区の中心地）だけを管轄していたボドキャナルに移管されることも決定された。ただし、民

間農場の給水施設のほとんどが稼動していないため、施設はボドキャナルに移管されたが、

運営、維持管理はまだ行っていない。施設のリハビリや新設が進み、使える施設が増えてき

た時点でボドキャナルが運営、維持管理を行なっていく予定である。なお、灌漑施設の運営、

維持管理については、水利省が管轄している。 
現在ハマドニ地区の住民の多くは、川の水や農業用水路の水を、無処理で生活用水に使用し

ている状態である。 
ハマドニ地区の給水施設は 1960 年代のソ連時代に建設されたものであり、新しい施設でも

30 年以上は経っている。ソ連時代の基準によれば、井戸を含めこれらの給水施設の耐用年
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数は 25 年である。 
これまでセンターとハマドニ地区上下水道公社（一部地区政府が加わったが）が行った調査

で、全てのジャモアットの給水施設の資料が集められている。これによると、ハマドニ地区

の人口は 11 万 9 千人で、給水率（既存の稼動している給水施設から給水を受けている住民

の人口比率）はわずか 9.8%である。また、既存の給水施設の 70%は稼動していないことが

判明した。 
センターとしては、ハマドニ地区に次のような３つの内容がセットされているプロジェクト

が必用と考えている。 
1. 35 本の新規井戸掘削 
2. 52 本の既存井戸のうちの 42 本についてのリハビリ（井戸回復と水中ポンプの交換） 
3. 既存給水施設（配水管網、給水塔など）のリハビリと新設 

以上のプロジェクトに必用な費用は、約 US$3,200 万と見積もられている。この計画には、

特に目標年次は設定されていない。 
ハマドニ地区は「タ」国でも最も貧しい地区であり、また給水施設の老朽化は全国的な問題

となっているが、ハマドニ地区の老朽化は特に著しい。このため、ラフマノフ大統領も本プ

ロジェクトの優先順位は高いとしている。（サハロフセンター長は以前大統領府の建設部の

課長として勤務していた） 
 
井上団員：古い井戸をリハビリで使用できるようにすることによって、新規の井戸掘削は必

要なくなることも考えられるのではないか。 
 
サハロフセンター長：既存井戸を１本づつ調査・確認する必用があるが、ソ連の基準では深

井戸の耐用年数は 25 年で、ハマドニ地区の深井戸は 30 年以上経過し既に耐用年数を過ぎ

ているので、無理をしてリスクを取る必要は無いのではないか。この結論は既存井戸の調

査・確認を行って下すべきであろうが、リハビリだけで 100%解決できる問題ではないと考

えている。 
 
大島団長：給水施設が維持管理されなくなった原因として、内戦のことも挙げられているが、

新しい井戸を建設しても同じ問題が発生することも考えられるのではないか。また、34 本

の新規井戸建設と 42 本の既存井戸のリハビリ計画は、水需要に基づいているのか。 
 
サハロフセンター長：最初の質問については、その通りと思う。水の料金の値上げやボドキ

ャナルの人員の増員を行って行きたい（質問の答えになっていない）。 
新設の 35 本の井戸については、各キシュラック（村落）に各 1 本という考えで設定してい

る。57 あるキシュラックうち 19 のキシュラックには、既存の給水施設が全く存在しない。

このようなキシュラックには、水中ポンプ、高架水槽、共同水栓からなるシステムは必要な

いかもしれない(レベル１で良いかもしれない)。 
 
佐々木団員：通常の水質の場合、鋼管のケーシングを挿入した深井戸の寿命は 30 年から 50
年程度であり、ハマドニ地区の地下水の水質は一部を除き塩分濃度が低いことから、使えな

くなったとされる井戸でもリハビリによってかなりの数が使用できるようになる可能性が

ある。リハビリを行なう前に、ボアホールテレビカメラによる診断が必要である。この結果、

どの程度の井戸がリハビリ可能かを決定し、その後に新規井戸の掘削計画を検討するべきと

思うが。 
 
サハロフセンター長：井戸の寿命の基準として 25 年を採用している。また、ハマドニ地区

には岩塩の山があり、この一帯では地下水の塩分濃度が高くなっている。 
 
大島団長：電力供給については、依然として大きな問題として残っているが。 
 



サハロフセンター長：Sangtlidinskaya 水力発電所の第 1 期工事が 2008 年に完成すること

から、2008 年 4 月からハマドニ地区に安定的に電力を供給できるので心配ない。 
 

以上 
 
 
日時:2006 年 12 月 1 日 14 時 50 分~16 時 
会議名：水利省打ち合わせ 
会場：水利省 
日本側：大島団長、砂原団員、井上団員、佐々木団員、白石団員、菊次団員（通訳）、斉藤

企画調査員

水利省側：Mr. Nupaliev Kamal: 水利省第一次官、Mr. Nabiev Akbar:施設設計研究所所長、

Mr. Kimsanon Dilshod: 主任技師、Mr. Kolandorberovo Nazira:省広報官、Mr. Isoev 

Mohmedsaid：タジキスタン農村給水施設建設公社総裁、Mr. Hisoriev Azim：水文土地改良

調査隊主任技師 

 
最初に双方のメンバーの紹介あり。 
 
井上団員：現在日本に要請が出されているハトロン州の村落給水の開発調査は、「ハマドニ

地区給水プロジェクトセンター」が設立されたことで、その調査対象地域はハマドニ地区を

除いたハトロン州となるという理解で良いか。 
 
水利省：村落給水については、外れることになる。 
ハマドニ地区では UNDP が村落給水のリハビリ王ロジェクトをおこなった。UNDP は現在、

ハマドニ地区の隣のワセイスキー地区で村落給水プロジェクトを行う準備をしている。ワセ

イスキー地区では、NGO の OXFAM が村落給水分野で活動している。水利省では 2005 年

から 2025 年を目標年とする全国村落給水マスタープランを策定した。これは MDG の達成

も視野に入れた計画である。マスタープランでは資金計画も策定しているが、資金の融資先

を探しているところである。ハトロン州の人口の 70%が農民であり、村落の給水率は 40%
と低い水準にある。 
省としては極めて小規模な村落給水施設の建設は行わない。ただし、民間（個人農場）の給

水施設設計・施設建設については、水利省傘下の農村給水施設建設公社が、入札ベースで請

け負うことができる。 
同じく水利省傘下の企業体として水文土地改良調査隊があるが、これは全国の水文情報のモ

ニタリングを行っており、ハマドニ地区には 120 本の観測井がある。水文土地改良調査隊に

も 3台のリグがある（後日水文土地改良調査隊を訪れたところ、3台のうち 2台が地質調査
用のボーリング機械で、残りの 1台は最大掘削深度 300m の井戸掘削用リグではあったが、
もっぱら観測井の建設に使用している）。 
 
井上団員：村落給水施設の維持管理が、料金の不足で行なわれなくなった場合などについて、

政府の補助金が支給されるのか。 
 
水利省：現在住民から徴収している水道料金は安すぎるので、政府から補助金が出る場合も

ある。生活用水だけではなく灌漑用水についても補助金が出される場合もあり、これらの補

助金は省の予算に組み込まれている（本件については、ハマドニ地区の村落給水の運営、維
持管理はボドキャナル（上下水道公社）に移管されており、各ボドキャナルは政府直轄（大
統領府直轄）のコミューナルサービス（住宅都市サービス公営公社）が統括していることか
ら、村落給水事業に対する補助金交付については水利省の責任範囲ではなく、コミューナル
サービスの管轄となる）。 
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以上 
 
 
日時:2006 年 12 月 3 日 14 時~14 時 30 分 
会議名：ハマドニ地区政府打ち合わせ 
会場：ハマドニ地区政府 
日本側：砂原団員、井上団員、佐々木団員、白石団員、菊次団員（通訳）、斉藤企画調査員 

ハマドニ地区政府側：ラタエブ副地区長  
ハマドニ地区給水プロジェクトセンター：サハロフ所長 
ハマドニ地区上下水道公社：サハロフ社長 
 
ラタエブ副地区長：ハマドニ地区は 57 のキシュラック（村）から成り、人口は 116,000 人、

1,4051 戸である。給水率は約 10%程度と低い（給水施設から水を得ている人口の割合）。

他の住民は、不衛生なハンドポンプ付き浅井戸や農業水路の水を生活用水として使用してい

る。 
現在ハマドニ地区には 52 の給水施設があるが、その内の 41 施設が稼動していない（11 施

設が稼動中）。給水施設の現状調査は、センターとハマドニ地区政府が 2006 年 4 月から 5
月にかけて行った。給水施設は 30年から 40年前のソ連時代に建設された古いものである。

なお、全ての農場の既存給水施設は、ボドキャナルに既に移管済みである。 
将来的に、88 の給水施設が必要である。このため、41 施設のリハビリと 36 施設の新設が

必要となる。 
リハビリの内容としては、高架水槽 59 基のリハビリ（1 箇所の施設に複数の高架水槽があ

る）、トランス 35 台の交換などである。 
（以上の数量は場合によって異なってくるため、最終的に現地で確認する必要がある） 
 

以上 
 
日時:2006 年 12 月 8 日 10 時~11 時 
会議名：非常事態委員会重機管理収支（英語名では Dept. of Repair and Techniques との

ことで 2006 年 9 月 6 日付けの MoES から高橋臨時代理大使あての露文のレターで「重機

管理収支」と訳されている意味がよく分からない） 
会場：緊急事態・市民防衛委員会重機管理収支 
日本側：佐々木団員 

非常事態委員会側：Mr. Shoev Rustam: 重機管理収支所長、Mr. Alishow: 情報管理・解析

センター長（カウンターパート／通訳） 
 
重機管理収支所長：ここには車両や機械を修理する機材は無い。日本が井戸掘削機材を供

与したとしても、ここではそれの保管はできるが、修理やメインテナンスは行えない。こ

この敷地の広さは 10ha 以上あるので、保管には十分なスペースがある。また、この敷地内

には鉄道の線路が引き込まれており、機材や物資が直接運びこめるようになっている。 
 
佐々木団員：ここにある車両類の修理はどうしているのか。 
 
重機管理収支所長：パンク修理や部品の交換等の簡単な修理はできるが、大きな故障の場

合は市内の修理工場に依頼している。 
 
佐々木団員：敷地内を視察してよいか。 
 
重機管理収支所長：視察は良いが、写真撮影は禁止されている。 
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佐々木団員：ここにはどのような車両が何台あるのか。 
 
重機管理収支所長：詳しいことは言えないが、次のような重機と車両がある。 

エクスカベーター 3 台 
給水車 1 台 
大型バス 2 台 
マイクロバス 4 台 
ダンプトラック  10 台 
カーゴトラック 12 台 
その他車両 ４WD 車など多数あり 
 

佐々木団員：MoES の重機管理収支の役目はどんなものか。 
 
重機管理収支所長：災害時の物資輸送が主な役目であり、災害時に被災民に配給する食料

や毛布などの備蓄も行っている。 
 
（重機管理収支の所長はリグの維持管理を行なうことに対し消極的であり、迷惑がってい
るような印象を受けた） 
 

以上 
 
 
日時:2006 年 12 月 12 日 10 時~11 時 
会議名：Hydromerioration Expedition（水利省傘下の水文土地改良調査隊、水利省傘下の

企業体）聞き取り調査 
会場：水文土地改良調査隊（Hydromerioration Expedition、 TEL：25-86-46） 
JICA 側：佐々木団員 
緊急事態・市民防衛委員会側：Mr. Alisho Shomahmadov 情報管理・解析センター長（カ

ウンターパート／通訳） 
水文土地改良調査隊側：Sharipov Sharov 社長、Mr. Hisoriev Azim 主任技師 

 
佐々木団員：2 年前にこちらを伺ったときには民間会社として紹介されたが、実際は水利省

傘下の企業体とのことで、その活動内容を再度確認したい。 
 
水文土地改良調査隊（HE）側：2 年前の説明と変らない。水利省の傘下とは言え、独立採

算制をとっており、民間の仕事も契約ベースで請け負う。ただ、水利省からの仕事が主で

あり、主な任務は地下水、表流水、農地（土壌）のモニタリングとコントロールである。 
 
佐々木団員：水利省には農村給水施設建設公社という企業体があるが、これとの関係はど

うなっているのか。 
 
水文土地改良調査隊側：水利省から与えられた任務が異なる。農村給水施設建設公社は農

村給水施設の調査・設計・建設を行うが、水文土地改良調査隊は前に述べたように、地下

水や農地のモニタリングとコントロールが任務である。従って、水文土地改良調査隊は農

村給水用の井戸は基本的に掘削しない。掘削する井戸はもっぱら観測井である。ただし、

独立採算制の企業体であるので、民間の農場などから依頼された場合は、これを拒否しな

い。2年前にも言ったように、水文土地改良調査隊には水質モニタリングの任務があるため、

水質分析室を持っているが、民間からの水質分析依頼も受けている。 

 

佐々木団員：2年前と保有する機材は変ったか。 
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水文土地改良調査隊：リグは地質調査用リグ 2 台と観測井掘削用リグ 1 台を保有している

のは変らないが、1台の地質調査用リグが 1年前に壊れてしまっている。また、水質分析室

は大幅に機材を入れ替えた。20 日に分析単価表を提供しよう。「タ」国の飲料水基準は WHO

のガイドラインに準拠しており、55 項目である。ちなみに、55 項目すべてを行った場合の

1試料あたりの分析費用は US$60 であり、2年前の倍となっている。20 日の 9時に分析単価

表を提供しよう。その時に水質分析室も見せよう。 

 

佐々木団員：全国の地下水のモニタリングを行っているとのことだが、ハマドニ地区のモ

ニタリングもおこなっているのか。 

 

水文土地改良調査隊：当然行っている。（図面を出して見せてくれたが、写真はおろか書き
写すことも許可されなかった）この図面は 1/5,000 で、地質分布、水質分布、地下水面深

度、地下水位コンター、揚水試験結果など、必要なデータが全て載っている。ただし、こ

れを無償で供与はできない。20 日に来たときにその情報提供の見積書を与える。 

（前回の調査では地質や水理地質に関するデータや情報を全く入手できなかったようだが、
はじめて水理地質のデータに遭遇した、やはり旧社会主義の国ではデータはただでは入手
できないことが再確認された。多少高くともこれらのデータは購入するべきと考える） 

 

佐々木団員：水文土地改良調査隊の機材のワークショップを見せて欲しい。 

 

水文土地改良調査隊：了解した。これからワークショップに行こう。 

（ワークショップの視察結果は添付資料を参照） 

以上 
 
 
日時:2006 年 12 月 13 日 9 時~10 時 
会議名：地質調査隊（地質局傘下の企業体）聞き取り調査 
会場：地質調査隊 
JICA 側：佐々木団員 
緊急事態・市民防衛委員会側：Mr. Alisho Shomahmadov 情報管理・解析センター長（カ

ウンターパート／通訳） 
地質調査隊側：Mr. Mahmud Alief 主任技師、Mr. Ahmedov 水文地質・地質工学部 部長、 

Mr. Jeraiev 南部地質調査隊 隊長 

 
佐々木団員：2 年前にこちらを伺ったときと所有する井戸掘削機材や修理、維持管理用の機

材は変っていないか。 
 
地質調査隊：全く変っていない。 
 
佐々木団員：URB2A タイプの掘削リグ（今回日本側が供与する井戸掘削機械とほぼ同じ仕

様となると思われる）の年間の維持管理費はどの程度か。 
 
地質調査隊：年間 US$2,000 程度である。 
 
佐々木団員：冬季でも井戸掘削作業は行えるのか。 
 
地質調査隊：循環泥水が凍結しないように 24 時間体制で掘削作業を行うか、または発電機

で暖房することにより、冬季でも井戸掘削作業を行っている。ハマドニ地区での冬季の掘

削作業も問題ない。 
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佐々木団員：ここに示す仕様で、「井戸のリハビリ」と「揚水試験」の見積もりをいただき

たい。 
 
地質調査隊：了解した、調査団が帰国する 25 日までに見積もりを作成する。出来しだい緊

急事態・市民防衛委員会の Mr.Alishow に連絡する。 
 
佐々木団員：協力に感謝する。 
 

以上 
 
日時:2006 年 12 月 13 日 13 時 30 分~15 時 
会議名：農村給水施設建設公社聞き取り調査 
会場：農村給水施設建設公社 
JICA 側：佐々木団員 
緊急事態・市民防衛委員会側：Mr. Alisho Shomahmadov 情報管理・解析センター長（カ

ウンターパート／通訳） 
農村給水施設建設公社側：Mr. Sharipov Gulmohamed 主任技師 

 
佐々木団員：2 年前にこちらを伺ったときと所有する井戸掘削機材や修理、維持管理用の機

材は変っていないか。 
 
農村給水施設建設公社側：全く変っていない。 
 
佐々木団員：2 年前にも聞いたが、村落給水施設の設計基準は旧ソ連の基準に従っているの

か。 
 
農村給水施設建設公社側：そうである。ただし、現在これを修正しようとしている。 
 
佐々木団員：公共水栓の基準も変っていないか。 
 
農村給水施設建設公社側：変っていない。200m から 300m おきに１つのタップを設置して

いく。タップの設置費用は材料費込みで UA$50 である。 
 
佐々木団員：ここに示す仕様で、「既存給水施設診断」、「平面測量」、「縦横断測量」の見積

もりをいただきたい。 
 
農村給水施設建設公社側：了解した、調査団が帰国する 25 日までに見積もりを作成する。

出来しだい緊急事態・市民防衛委員会の Mr.Alishow に連絡する。以上の業務は、ハマドニ

地区を管轄するファルコール分所が行うことになろう。 
 
佐々木団員：給水に必要な電気代の単価を教えてほしい。 
 
農村給水施設建設公社側：民生用の電気代と公用の電気代の 2 種類が設定されているが、

村落給水用の電気代は後者の公用の電気代になる（担当者を呼び出し計算してくれた）。村

落給水用の電気代は 0.06 ソモニ（約 2 円）／kwh である。（前回の調査では電気代に関す
るデータが入手できなかったようだが、ここではじめて具体的な数字が示された） 
 
佐々木団員：本プロジェクトではハンドポンプ付き深井戸を建設することになると思われ

るが、ハンドポンプ、例えば IndiaMKII などの代理店は「タ」国にあるか。 
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農村給水施設建設公社側：日本がハンドポンプ付き深井戸を建設することに反対する。当

然 IndiaMKII などのハンドポンプは知っている（露文の IndiaMKII のカタログを出して

きて示した）。UNICEF や ACTED（NGO）などが下部行政機関のジャムアットフクマー

トと直接交渉し、違法な飲料水供給用のハンドポンプ付き深井戸やハンドポンプ付き浅井

戸を多数建設している。しかし、当公社がモニタリングした結果、そのわずか 10%しか使

われていないことが判明している。その原因は水が涸れてしまったことが挙げられる（深
井戸の場合井戸の水が涸れることはありえないが、井戸の掘削深度が浅い場合はありうる）。

また、ハンドポンプ付き深井戸の維持管理の問題も深刻であり、住民の組織形成が非常に

困難である。 
これに加え、井戸を建設した NGO はスペアパーツの供給網を整備せずにいなくなってしま

ったために、1 度故障したら使えない状態となっている。彼らは IndiaMKII をインドなど

から直接持ち込み、「タ」国内には代理店を開設していない。 
日本側はこのように、ほとんど全てが失敗しているポンプ付き深井戸の導入を見直し、現

在普及している共同水栓式の給水施設を導入するべきである。 
 
佐々木団員：日本側が建設するハンドポンプ付き深井戸は、水が涸れない 60m から 80m の

深度まで掘削する。また、プロジェクトのなかでスペアパーツの供給網や修理人の体制も

整備する。このため、他ドナーや NGO が建設してきたハンドポンプ付き深井戸と、構造上、

維持管理上、全く異なるものであり、安心してほしい。 
 
農村給水施設建設公社側：｢タ｣国の飲料水供給施設基準では、全ての飲料水用の給水施設

には塩素滅菌装置をつけなければならない規則となっている。確かに、深層の地下水は汲

み上げられた直後は汚染されていないであろうが、公共水栓から水をバケツ等で運搬する

際や家庭の貯水槽にためている間に、ごみなどが混入し、細菌に汚染されてしまう恐れが

あるため、塩素剤を入れなければならない規則となっている。これは、当公社の規則では

なく、国家水利省が定めた規則である。 
 

以上 
 
 
日時:2006 年 12 月 19 日 9 時~10 時 
会議名：保健省聞き取り調査 
会場：保健省 
JICA 側：佐々木団員、白石団員、菊次団員（通訳） 
ハマドニ地区給水プロジェクトセンター：サハロフ所長 
保健省側：Mr. Gurezov Isokhon タジキスタン国家衛生疫病監視センター次長（公衆衛生

担当）、ハマドニ地区給水プロジェクトセンターの調整理事会（ステアリングコミッティー）

のメンバーの 1 員にもなっている 

 
佐々木団員：「タ」国の飲料水基準について教えてほしい。 
 
保健省側：「タ」国の飲料水基準を策定する計画があったが、資金難で実施されていない。

今後世銀の資金援助を得て、これを行う予定である。現在は旧ソ連の飲料水基準を採用し

ている。旧ソ連の飲料水基準は、WHO の飲料水ガイドラインとほぼ同じである。 
 
佐々木団員：保健省が関与する給水施設供用開始に関する許認可について教えてほしい。 
 
保健省側：給水施設が完成した時点で、その所有者はその水質分析結果を保健省の国家衛

生疫病監視センターに提出し、施設の供用の許可をとらなければならない。水質分析を行

う機関は「タ」国では当センターだけであり、民間の水質分析機関は無い（水利省傘下の
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水文土地改良調査隊でラボを有しているが、これについては聞かなかった）。水質分析費用

は 1試料 1式 435 ソモニである。 

各州には当センターの支局があり、支局にも水質分析室が設置されており、支局でも水質

分析が可能で、給水施設供用開始の許可を支局でも出せる。ハトロン州の支局はグルガン

チュベにあるが、ドシャンベから 50km 程度しか離れていないことから、本省のセンターに

分析を依頼し、本省から給水施設供用開始の許可を取った方が良い。 

 

佐々木団員：「タ」国の基準では、共同水栓式給水施設と各戸給水式給水施設には塩素注入

が義務付けられているが、ハンドポンプ付き深井戸の場合はどうか。ハンドポンプ付き深

井戸は深度 60m 程度の深部の安全な地下水を汲み上げるもので、万が一水質分析の結果大

腸菌などが検出された場合は、その井戸は使用せずに廃棄される。 

 

保健省側：「タ」国の飲料水基準では、すべての飲料水は塩素滅菌しなければならないこと

となっている。従って、安全な水が得られるハンドポンプ付き深井戸といえども、塩素滅

菌装置（塩素剤注入装置）を設置しなければならない。これが規則である。 

ハンドポンプから汲み上げられた水が清潔であったとしても、これをバケツ等で運搬する

際や家庭の貯水槽にためている間に、ごみなどが混入し、細菌に汚染されてしまう可能性

がある。これを防ぐために、塩素剤の注入が必要である。 

 

佐々木団員：井戸の水汲み場で、住民が塩素剤の錠剤や液剤を投入する方法はどうか。 

 

保健省側：それは認められない。なぜならば、住民が自ら進んで塩素剤の錠剤や液剤を永

続的に使用する保証が無いためである。特に、ハマドニ地区のような農村地域の住民は衛

生観念に乏しく、永続的に塩素剤を使用するとは考えられない。 

 

佐々木団員：2年前に JICA の調査団が行なった調査によると、UNICEF が教育省と保健省と

共同で、学校およびその周辺村落を中心に、深度 40m から 60m のハンドポンプ付き深井戸

の建設を行ったとしている。それらの井戸には塩素滅菌装置が取り付けられていると思う

が、それらの写真や図面を見せてほしい。 

 

保健省側：UNICEF の井戸は、保健省が飲料水用の井戸として認可したものではない。これ

らの井戸は、学校の手洗い用の水や農家の家畜用の水を供給する目的であったと認識して

いる。 

しかし、NGO のみならず UNICEF、UNDP、ECHO などの国際援助機関までもが、保健省の許可

を取らずに、下部行政機関のジャムアットフクマートと直接交渉し、違法な飲料水供給用

のハンドポンプ付き深井戸やハンドポンプ付き浅井戸を 1 万本以上建設してきたことは事

実であり、極めて遺憾である。国家衛生疫病監視センターでは、これらを見つけ次第、使

用禁止命令を出している（国家衛生疫病監視センターの廊下の壁にはハンドポンプ付き浅
井戸の写真が貼られ、センターではこのような違法な飲料水給水施設の撲滅に努力してい
る意味の説明文が付されていた）。 

繰り返しになるが、どんな井戸であっても、塩素滅菌装置がついていないものについては、

国家衛生疫病監視センターは飲料水供給施設としての許可は出さない。 

 

佐々木団員：「タ」国には塩素滅菌装置のついたハンドポンプ付き深井戸は存在するのか、

存在する場合はその写真や図面を見せてほしい。 

 

保健省側：「タ」国には、国が（保健省が）許可した飲料水供給用のハンドポンプ付き深井

戸は 1 本も存在しない（塩素滅菌装置のついたハンドポンプ付き深井戸は存在しないとの
意味として捉える）。 
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塩素滅菌装置がついていないハンドポンプ付き深井戸が、飲料水供給用の施設として認め

られない旨の文書を、国家衛生疫病監視センターからハマドニ地区給水プロジェクトセン

ターあてに提出する。 
 
佐々木団員：飲料水供給用の井戸を掘った場合の、保護地域の設定について教えてほしい。 
 
保健省側：井戸などの水源保護地域は、次の 3 つの地域が設定されている； 

内側から 
1. 立ち入り禁止区域：水源を中心に半径約 100m の範囲、周囲を高い壁で囲う 
2. 制限区域：最大で半径 500m の範囲、周囲を塀あるいはフェンスで囲う 
3. 監視区域：最大で半径 1,000m の範囲、周囲をフェンスで囲う 

これらの地域の設定は、農地、放牧地、住宅地などで変ってくる。 
（水源保護法の小冊子をコピーさせてもらったが、中身は複雑であり、水源保護地域の設
定などは、これらに詳しい村落給水施設建設公団に委託するべきであろう） 
 

以上 
 
 
日時:2006 年 12 月 21 日 8 時 30 分~9 時 
会議名：Hydromerioration Expedition（水利省傘下の水文土地改良調査隊、水利省傘下の

企業体）聞き取り調査 
会場：水文土地改良調査隊（Hydromerioration Expedition、 TEL：25-86-46） 
JICA 側：佐々木団員 
非常事態委員会側：Mr. Alisho Shomahmadov 情報管理・解析センター長（カウンターパ

ート／通訳） 
水文土地改良調査隊側：Sharipov Sharov 社長、Mr. Hisoriev Azim 主任技師 

 
佐々木団員：水質分析と、ハマドニ地区の水文地質資料の見積もり作成に感謝する。とこ

ろで、水質分析費用が 24 項目分しか見積もられていないが、「タ」国の飲料水水質基準は

55 項目と聞いている。残りの 31 項目はどうするのか。 
 
水文土地改良調査隊側：必ずしも 55 項目全てを実施する必要はなく、この見積もりでは一

般的な項目を示している。この 24 項目で保健省の許可が、通常の場合取れる。不足である

ときは、保健省が追加項目を示してくる。55 項目全てを実施した場合の 1 試料の単価は、

US$80 である。 

 

佐々木団員：高架水槽の地盤調査をする必用がある場合も想定されるが、こちらではその

ような調査を行うのか。 

 

水文土地改良調査隊側：土質・地質調査も、当社の専門任務の一つである。 

 

佐々木団員：10m の調査ボーリングで標準貫入試験（SPT）を行った場合の概略の単価を

教えてほしい。 
 
水文土地改良調査隊側：「タ」国では標準貫入試験は行なわずに、旧ソ連の基準に従い、ロ

ッドを回転させながらその抵抗値で地盤の強度を測定している（コーン貫入試験のような

ものか）。この測定値をもとに、高架水槽などの基礎の設計を行っている。このテストを深

度 10m にわたって行った場合の単価は、約 US$900 である。また、当社は土質工学的な図

面も全国で作成しており、ハマドニ地区の場合その情報提供の値段は US$1,125 である。 
 



 15

その後、水文土地改良調査隊の改修された水質分析室を視察。 
 

以上 
 
 
日時:2006 年 12 月 21 日 9 時 30 分~10 時 10 分 
会議名 UNICEF 聞き取り調査 
会場：UNICEF ドシャンベ事務所 
JICA 側：佐々木団員、白石団員 
UNICEF 側：Mr. Ikram Davronov: Assistant Project Officer, Water and Environmental 
Sanitation 
 
白石団員：UNICEF の「タ」国における活動について教えてほしい。 
 
UNICEF側：パイプ給水の末端の蛇口で水質モニタリングを 6ヶ月間かけて行ったが、2005
年に完了している。このモニタリングは、インド製の細菌試験ビンで行ない、細菌に汚染

されている場合はビンに入れた水が黒くなる。これを住民に示し、黒くなったら水を沸か

して飲むように指導した。このモニタリングは「タ」国だけではなく、6 カ国で同時に行わ

れた。 
また UNICEF ではハンドポンプ付き井戸の建設を行ってきている。当初は現地生産のサク

ション式ハンドポンプ付きの浅井戸（深さ 8m から 10m）を建設していた。サクション式

ハンドポンプ付きの浅井戸建設は ECHO や NGO も行い、「タ」国全土で 3 万本程度建設さ

れた。しかし、浅層の地下水が細菌や農薬などに汚染されているため、UNICEF ではサク

ション式ハンドポンプ付きの浅井戸を建設は、現在行っていない。その代わりに、深さ 40m
から 80m の深井戸に押し上げ式のハンドポンプを取り付けた井戸を建設している。このよ

うな深井戸は、ハトロン州で 105 本建設している。浅井戸を含めた井戸建設の資金は、日

本やイギリス（GB）から提供された。 
 
佐々木団員：どのような深井戸用ポンプを使っているのか。 
 
UNICEF 側：Indian MKIII、Afridiv、Tara を使用している。これらは基本的に UNICEF
がインドから直接輸入しているが、「タ」国でもこれのレプリカ製品を造る会社ができた。

この会社からは、品質が落ちるためにハンドポンプの購入は行っていないが、スペアパー

ツの購入や大きな修理を依頼している。 
 
佐々木団員：その会社名、連絡先、責任者を教えてほしい。 
 
UNICEF 側：会社名は英語に訳すと “Special Construction Technical Bureau” で、電話

番号はドシャンベの９５－１５１－６３９６である。責任者はMr.Tahirという人物である。 
 
佐々木団員：ポンプの維持管理はどうしているのか。 
 
NINICEF 側：井戸建設完了時に必要なスペアパーツを一式住民に与える。井戸を利用する

住民には水委員会を形成させ、その委員会のメンバーから維持管理を担当する人員を選定

し、その人員に対し維持管理（軽微な故障や日常の管理点検方法）を訓練する。なお、水

委員会のメンバーには、必ず女性を入れるようにしている。 
 
佐々木団員：スペアパーツの購入やその供給網はどうしているのか。 
 
NINICEF 側：水委員会が住民から徴収した水代金でスペアパーツを購入する。UNICEF
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も担当者を巡回させるなどしてスペアパーツの供給に努めているが、それでも全部はカバ

ーしきれないので、同じような活動を行なっている OXFAM などの NGO のネットワーク

も活用するようにしている。 
 
佐々木団員：シャフトが折れるような大きな故障の場合はどうしているのか。 
 
NINICEF 側：さきほど紹介したドシャンベの部品製造会社に依頼している。しかし、「タ」

国にはこの 1 社しかなく、ハンドポンプ付き深井戸を建設した村落は全国に散らばってい

るため、全てに対応しきれず、かつ移動に多額の金がかかることもあり、うまく行ってな

いのが実情である。 
 
佐々木団員：水委員会の形成や教育はどうしているのか。 
 
UNICEF 側：UNICEF は基本的に学校に井戸を建設し、これを付近の村落住民も使えるよ

うなシステムを形成している。このため、水管理委員会のメンバーは学校の教職員と PTA
の代表者から形成される。 
 
佐々木団員：料金徴収やポンプの維持管理を含め、このプロジェクトはうまく行っている

のか。 
 
UNICEF 側：さっき言ったようなポンプの修理体制の不備や、水料金があまり徴収できて

いないという問題もあり、正直に言って、現時点ではうまく行っているとは言いがたい。 
 

以上 
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日時:2006 年 12 月 21 日 13 時 30 分~14 時 
会議名：農村給水施設建設公社聞き取り調査 
会場：農村給水施設建設公社 
JICA 側：佐々木団員 
緊急事態・市民防衛委員会側：Mr. Alisho Shomahmadov 情報管理・解析センター長（カ

ウンターパート／通訳） 
農村給水施設建設公社側：Mr. Sharipov Gulmohamed 主任技師 

 
佐々木団員：先日依頼した測量と既存給水施設の診断の見積もりはできているか。 
 
農村給水施設建設公社側：縦横断測量と平面測量の見積もりはできているので、ここで手

渡す。既存給水施設の診断の見積もりはまだできていないので、今日中か明日の朝に、緊

急事態・市民防衛委員会のアリショウ氏に届ける。 
 
佐々木団員：ハマドニ地区政府の給水担当者が、「タ」国の基準によれば、農村部の給水原

単位は 300lit/人/日であると言っているが、実際に農村給水施設の設計や建設を行ってきて

いる貴社でもこの値を採用しているのか。 
 
農村給水施設建設公社側：300lit/人/日の原単位は、下水道施設が整備され、風呂、水洗ト

イレなどの水利用施設も整備された都市部の住宅で適用されるものであって、ハマドニ地

区の農村部のような公共水栓で給水する場合の原単位は、「タ」国の基準では 55lit/人/日と

定められている。我々が設計する場合は、夏場に多く水を使用することを考慮し、多少多

めに 60lit/人/日とすることもある。現地地方政府の担当者は、給水施設計画については何も

知らないのではないか。 
 
佐々木団員：貴重な情報の提供に感謝する。 
 

以上 
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